
高齢者の障害者控除対象者認定に関する要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、身体障害者手帳等が交付されていない高齢者に対し、障害者控除認定

書を交付することにより、所得税法施行令および地方税法施行令に規定される特別障害者

又は障害者として認定を行うことを目的とする。 

 

（認定対象者） 

第２条 障害者控除対象者は本市に住所を有する 65 歳以上で障害の程度が次の各号のいず

れかに該当する者とする。 

(１) 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、または児童相談所等で

知的障害者と判定された者に準じる者 

(２) 身体障害者手帳を有している者と同程度の障害を有している者 

(３) ６か月程度以上臥床し、食事･排便等の日常生活に支障がある者 

 

（認定の申請） 

第３条 障害者控除認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(第１号様式) 

を対象者の住所区域を所管する福祉事業所長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による申請は、税の修正申告および確定申告等の有効期限である過去５か年分

遡及し申請することができる。 

 

（認定） 

第４条 福祉事業所長は、前条の申請を受理したときは、速やかに認定の可否について審査

し、障害者控除対象者認定書（第２号様式）の交付、もしくは障害者控除対象者非該当通

知書（第３号様式）により通知するものとする。 

２ 福祉事業所長は、前項の審査をするにあたり、対象者の署名による同意もしくは対象者

死亡の場合は申請者の署名による同意を得て、対象者が介護保険法（平成９年法律第１２

３号）第２７条の規定に基づく要介護認定又は同法第３２条の規定に基づく要支援認定を

受けた時点の介護保険における介護認定調査票（電子データを含む）を参考として別表に

掲げる基準及び別に定める要領により認定を行うものとする。 

３ 前項の規定によることが不十分な場合並びに要介護認定を受けていない者の調査につい

ては、浜松市職員が介護認定調査票に基づく調査を行い、別表に掲げる基準及び別に定め

る要領により認定を行うものとする。この場合施設職員および民生・児童委員等に協力を

依頼できるものとする。 

 

（審査請求） 

第５条 前条第１項の審査の決定についての審査請求は、審査請求書（第４号様式）により

行うものとする。 

 

 



（細則） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、高齢者の障害者控除対象者認定に必要な事項は別に

定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年１２月３１日から施行する。 

   附 則 

 １ この要綱は、平成２５年１１月１日から施行する。 

 ２ 改正後の高齢者の障害者控除対象者認定に関する要綱の規定は、平成２５年以後の年

分の障害者控除に係る認定について適用し、同年前の年分の障害者控除に係る認定に

ついては、なお従前の例による。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 １ この要綱は、令和３年４月 1 日から施行する。 

 ２ この要綱の施行の際、現に従前の規定により調製した用紙がある場合は、なお当分の

間使用することができる。 

   附 則 

 この要綱は、令和４年４月 1 日から施行する。 

 附 則 

 １ この要綱は、令和６年１月 1 日から施行する。 

 ２ この要綱の施行の際、現に従前の規定により調製した用紙がある場合は、なお当分の

間使用することができる。 

 附 則 

 １ この要綱は、令和６年４月 1 日から施行する。 

 ２ この要綱の施行の際、現に従前の規定により調製した用紙がある場合は、なお当分の

間使用することができる。 

 

 



第１号様式（第３条関係） 

障害者控除対象者認定申請書 

  年  月  日 

（あて先）浜松市    福祉事業所長 

 

    住所  

 

                     （電話番号               ） 

申請者 

 氏名                

 

                  （署名又は記名押印をしてください） 

                 （対象者との続柄            ） 

所得税法施行令（昭和 40 年政令第 96 号）第 10条及び地方税法施行令（昭和 25 年政

令第 245 号）第 7条又は第 7条の 15 の 7に定める障害者（特別障害者）として認定を受

けたく、申請します。 

対象者 

住所  

氏名  

生年月日 大正・昭和・西暦     年    月    日 

認定対象年     年分 

要介護認定の有無 有（介護保険被保険者番号           ）・ 無 

障害の 

状況 

（該当項

目に○） 

身体 

の 

状況 

１． 日常生活に支障のあるねたきり状態 

  （ねたきりになった時期      年   月頃） 

２．ねたきりではないが、日常生活に支障のある状態 

３．日常生活に支障はない 

精神 

の 

状況 

１． 常時介護を要する重度の認知症の状態 

２． 外出時のみ介護を要する中･軽度の認知症の状態 

３． 介護を要する認知症はない 

   

認定に当たっては、要件確認のために必要に応じて、対象者の介護保険等の情報を市が調

査することに同意します。 

対象者署名            代筆者署名               

                  （対象者との続柄）             

（対象者死亡の場合：申請者署名                   ） 



      年分 

第２号様式（第４条関係）   障  害  者  控  除  対  象  者  認  定  書 

 第             号 

                                                                         年   月   日 

（申請者）                      様  
 

                                                      浜松市       福祉事業所長        

       ㊞   

 下記の者を、所得税法施行令（昭和 40 年政令第９６号）第 10 条及び地方税法施行令(昭和 25 年政令第２４５号）第７条又

は第７条の１５の７に定める 障害者 ・ 特別障害者 として認定する。  
 

申請者 住所  氏名  

対象者 住所  
氏名  

生年月日              年     月     日 

障害事由 

障害者 
 （１）知的障害者（軽度・中度）に準ず。 

備考 

 

 （２）身体障害者（３級～６級）に準ず。 

特別 

障害者 

 （１）知的障害者（重度）に準ず。 

 （２）身体障害者（１級、２級）に準ず。 

 （３）ねたきり高齢者 
 

１ この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、浜松市長に対して審査請求をすることができます。 
２ この処分については、審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、浜松市を被告として（訴訟において浜松市を代表する者は浜松市長となります。）、

処分の取消しの訴えを提起することができます。 

  なお、審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 
３ ただし、上記の期間が経過する前であっても、この処分があった日（審査請求をした場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があった日）の翌日から起算して１年を経過すると、正当な

理由がない限り、審査請求をすること又は処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

 



第３号様式（第４条関係） 

                           

障害者控除対象者非該当通知書 

 

 

第        号  

   年   月   日 

 

                                 

（申請者）           様  

 

 

                      浜松市    福祉事業所長 

 

 

     年  月  日に申請のありました障害者控除対象者認定について、

調査の結果非該当となりましたので通知します。 

 

記 

 

対象者 

住所  

氏名  

生年月日        年     月     日 

非該当理由  

非該当対象年    年分 

 

＊ １ この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算 

 して３か月以内に、浜松市長に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起 

算して６か月以内に、浜松市を被告として（訴訟において浜松市を代表する者は浜松市長

となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

  なお、審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の 

翌日から起算して６か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前であっても、この処分があった日（審査請求をした場 

合にあっては、当該審査請求に対する裁決があった日）の翌日から起算して１年を経過す

ると、正当な理由がない限り、審査請求をすること又は処分の取消しの訴えを提起するこ

とができなくなります。 



別表（第４条関係） 

【要介護認定を受けている人】 

  日常生活自立度 要介護度 認定 

知的障害者に準ずる 
認知症高齢者 

日常生活自立度 

Ⅱ  要介護１以上 障害者控除対象者 

Ⅲ、Ⅳ、M 要介護１から要介護３まで 障害者控除対象者 

Ⅲ、Ⅳ、M 要介護４以上 特別障害者控除対象者 

身体障害者に準ずる 
障害高齢者 

日常生活自立度 

A 要支援２以上 障害者控除対象者 

B、C 要支援２から要介護３まで 障害者控除対象者 

B、C 要介護４以上 特別障害者控除対象者 

ねたきり高齢者 
障害高齢者 

日常生活自立度 
B、C 要介護４以上 特別障害者控除対象者 

【要介護認定を受けていない人（訪問調査員資格を持つ職員が行う訪問調査による判断等）】 

  日常生活自立度 備考 認定 

知的障害者に準ずる 
認知症高齢者 

日常生活自立度 

Ⅱ、Ⅲ 
認定調査員資格を持つ職員等による調査 

障害者控除対象者 

Ⅳ、M 特別障害者控除対象者 

身体障害者に準ずる 
障害高齢者 

日常生活自立度 

A、B 
認定調査員資格を持つ職員等による調査 

障害者控除対象者 

C 特別障害者控除対象者 

ねたきり高齢者 
障害高齢者 

日常生活自立度 
B、C 認定調査員資格を持つ職員等による調査 特別障害者控除対象者 

※「ねたきり高齢者」については 6 か月程度以上の臥床であることを確認すること



第４号様式（第５条関係） 

(あて先)                           年   月   日 

浜松市長   

                 審査請求人 

住所                           

氏名              

  （署名又は記名押印をしてください） 

 

審  査  請  求  書 

下記のとおり、審査請求をする。 

 

記 

 

１． 審査請求に係る処分 

浜松市    福祉事業所長が     年    月    日付け      

第          号で（          ）に対して行った

（                  ） 

 

２． 上記１記載の処分があったことを知った日 

    年     月     日 

 

３． 審査請求の趣旨 

 

 

 

４． 審査請求の理由 

 

 

 

 ５． 処分庁の教示の有無及びその内 


